
2 技能と技術

１．はじめに

本日は，「ドイツ高速鉄道事故の真相―ものつくり

技術者の責任―」というタイトルで講演をいたしま

す。話の前に，この事故で亡くなった101名の方々の

ご冥福を，改めてお祈りしたいと思います。亡くな

った方のためにも真相を明らかにする必要があると

思います。それでは，スライドを用いてお話を進め

てまいります。

１.１　ドイツ鉄道事故の概要

1998年６月３日に14両編成のドイツ高速鉄道ICE-

１が時速200km/hにて，ミュンヘン～ハンブルク間

を走行中，エシェデ駅の手前550mにて脱線し，跨線

橋の橋脚に激突して，101名の死者と105名の負傷者

をもたらす大惨事になりました。

事故後の救援活動状況です。列車がくの字に折れ

曲がっており，跨線橋が崩れ落ちているのと，事故

の後に救援に向かった赤い服を着た人が見えます。

私は，1998年11月ドイツ鉄道会社（当時ドイツ国

有鉄道）から，この刑事裁判において専門鑑定人と

して出廷し，中立・公正な立場から証言することを

求められました。それ以後，ドイツ鉄道の視察や国

内で，実験・計算・解析など多くの研究を行いまし

た。2003年１月15日からドイツのハノーバーの地方

裁判所で行われた延べ25回の裁判に出廷し，朝の９

時から夕方の５時，６時まで陳述なり反論なりを行
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いました。13人の専門鑑定人という方が同じ席にお

りました。そのなかに検察側の鑑定人としてドイツ

の有名な教授陣７名がいました。

事故で死亡した人のなかにはドイツ鉄道の方もた

くさんおられて，ドイツ鉄道のなかにもこの事故に

対して多くの非難の声があったようです。そのため

に私が専門鑑定人としてドイツの鉄道の視察に参り

ましたが，ドイツ鉄道の社員には知られないように，

必ず土曜，日曜の休日に工場見学や質問をさせてい

ただいたわけです。

ドイツの地方裁判所は，正面に裁判長，その左右

に裁判官が２人並んでいて，その外側に陪審員が２

人います。ドイツは，陪審員が２人なのです。アメ

リカでは陪審員は12人の州が多いようですけれども，

２人でした。検察側が右端にいて，弁護団が左側に

並んでいます。われわれ鑑定人はその真ん中に座席

がありました。検察側のドイツの教授陣と，弁護側

といいますか，ドイツ鉄道側に依頼された専門鑑定

人は，日本からの私とスウェーデンやスイスなどの

外国の教授たちと１名のドイツの教授でした。

事故が起こりましたICE-１というドイツの高速鉄

道ですが，これは1991年８月に時速280kmの最高速

度が認可されて，16両編成で走っております。ドイ

ツの鉄道の特徴ですけれども，日本と違いまして，

前後の先端に機関車があって牽引する構造で，客車

はモータがなくて牽引されるトレーラーカーです。

14両の客車と機関車の16両編成なのです。ただ，事故

が起こったときには14両編成で走っていたそうです。

この鉄道路線の青い線で示してあるミュンヘンか

らハンブルクまで行く路線の高速鉄道です。エシェ

デ駅がハノーバーとハンブルクの間にありますが，

ここで事故が起こりました。

破壊した車輪は，機関車の次の１番目の客車の後

方の台車に付いている車輪です。枕木と軌道を損傷
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した痕跡から，エシェデ駅の手前5.5kmで破壊したも

のと推定されています。

ICEの１両の客車は２個の台車に支えられていま

すが，その台車の写真です。台車には４枚の車輪と

ブレーキディスクが４枚，前後に付いています。日

本の新幹線と違って空気ばねを使っていません。

１.２　ゴム弾性車輪の導入

空気ばねを使っていないので振動，騒音が大きく，

食堂車が特に揺れるということで，ドイツ鉄道の技

術者は，事故の６年前にゴム付き弾性車輪という新

型車輪を採用しました。日本やフランスの高速鉄道

の車輪のように，普通の車輪は鍛造で作られた，全

部が一体となっている一体車輪ですが，ドイツの技

術者が考えたのは，ゴム弾性車輪といってゴムを入

れた分割型の車輪です。車輪の中心部の円盤状のも

のを輪心といいますが，その外側にゴム・ブロック

を入れて，その外側にタイヤが嵌合されている構造

です。タイヤには，曲線路を走行するときに脱線し

ないようにフランジがあります。

ゴム弾性車輪は，1992年にドイツ国鉄によって採

用されました。ドイツ鉄道の技術者と車輪メーカで

は，最高時速285kmの走行試験や，３年間にわたっ

て時速200kmでの走行試験もやっていますし，クル

ップとかエッセンでは実物のゴム弾性車輪で繰返し

の荷重を加える疲労試験の結果，損傷のないことが

報告されているわけです。６年間無事故で使用され

て，約1,000枚の車輪が寿命を全うして廃却されてい

ます。しかし，裁判では，これらの試験が十分であ

ったかどうかが論点の１つとなりました。

高速で走っていてタイヤが割損したため，事故現

場にはこのように伸びきったタイヤがありました。

写真の上部が破壊した車輪タイヤの断面ですが，専

門の方は金属疲労だとおわかりだと思います。破面

には貝殻模様があり，これは繰返しの荷重による疲

労で壊れたということです。

すでに述べましたように，タイヤの破壊はエシェ

デ駅の5.5km手前で起こっていますが，その後5kmほ

どはタイヤがずれたまま輪芯でレール上を走行して

います。この路線図にありますように，その後の走

行でポイント２のガードレールに接触して脱線し，

ポイント３で分岐機を破損して方向を切り替え，待

避線側に逸れて進行しました。不運なことに，そこ

に跨線橋があったために，４両目の客車がその橋脚

に激突し大惨事になったのです。５両目は落下して

きた200ｔのコンクリートスラブに押しつぶされました。

先頭の機関車は橋脚の間を通り抜けていってしま

ったものですから，機関車の連結器が自動的に外れ

て２kmほど進んで，機関車の運転士が振り向いたら，

だれもついてこないのでびっくりしたというような

ことがいわれております。前後の機関車の損傷はほ

とんどなく，再使用されています。
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１.３　車輪タイヤの破壊状況

事故原因は車輪タイヤの破壊であったといいまし

たが，これがその破断面の写真です。破断面には明

瞭な貝殻模様が見られ，典型的な疲労破壊の破面で

す。疲労破壊というのは，荷重が繰り返されてひず

みが繰返されると，そこに小さなき裂ができて，そ

のき裂が半円状に進展していくのですから，貝殻模

様はその進んでいった痕跡です。貝殻模様の外側の

フランジには貝殻模様と違って，ボツボツがあるよ

うに見えます。これは脆性的に壊れた面で，最後は

この部分だけで荷重を支えて走ったわけです。それ

で，ある大きな荷重に耐えられずに衝撃的に，一瞬

にここから壊れたということです。このように貝殻

模様になるのは，それぞれで繰り返された荷重の大

きさが違うためにき裂の進行速度が違っていて，そ

のために酸化の程度や，破断面の粗さが違うから貝

殻模様になるわけです。ですから，通常，荷重振幅

が変動する実物部材の破壊は貝殻模様が出ます。わ

れわれが疲労試験機で一定荷重振幅のひずみを繰り

返しますと，貝殻模様にはなりません。

ゴム弾性車輪の形状です。新製時にはタイヤの直

径は920mmですが，走行によって摩耗していき，タ

イヤの厚さは減少していきます。また，摩耗が進み

ますとフランジなどの形状が変化しますので，走行

性能の点から形状を整えるために削正します。どこ

まで摩耗して使用可能かという使用限界というのが

854mmです。この使用限界を決定するのも設計に当

たって重要な仕事です。854mmになったときのタイ

ヤの応力を解析・実験して，安全性を確認する必要

があります。事故時のタイヤはすでに４回削正され

ていて，直径は862mmでした。

また，２万4,000km走行ごとに超音波探傷試験によ

って，き裂がないことを確認するための保守，点検

をすることになっていました。

事故の後で使用限界を880mmにしてゴム弾性車輪

を使用することが検討されましたが，やはり一体車

輪に全部取り換えて運行再開をしています。事故が

起こったのはICE-１ですが，ICE-２というのが1997

年に出ました。これには日本の新幹線のように空気

ばねを採用して，しかも車輪は一体車輪です。です

から，６年間にわたってドイツではゴム弾性車輪が使

われたのですが，現在では過去の車輪となりました。

１.４　ドイツ鉄道技術者の信念

事故の５日後の1998年６月８日にドイツの運輸大

臣が，新聞・テレビで「ただ一度の重大事故は，技

術の革新の流れを押し止めることはあり得ない。高

速鉄道は，それでも他の輸送機関に比較すれば安全

である」ということを述べています。ゴム弾性車輪

という新形状車輪を高速鉄道に採用するということ

にも，ドイツ鉄道技術者の技術に対する自信を感じ

ますが，この大臣の発言にも，ドイツ人の技術革新
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に対する信念を感じました。

1998年にはICE-３がデビューして時速300kmで走

行しています。これは日本と同じように機関車方式

でなく，全車両がモータカーです。このように，ド

イツ鉄道の技術陣は，事故にもくじけずどんどん革

新を進めていったということです。

２．刑事訴訟の概要

２.１　技術者の責任

a 訴因

ドイツ鉄道の技術者２名と車輪メーカの技術者１

名が，殺人罪で告訴されました。

告訴された原因，すなわち技術者の責任について

説明します。この事故はゴム弾性車輪のタイヤの破

壊が原因であること。タイヤの破壊は，荷重に対し

て最も大きな応力の発生するタイヤ内面を起点とす

る典型的な疲労破壊であること。タイヤ製造時の直

径920mmから862mmに減少していて，その使用期間

中の繰返し応力の大きさと，1,900万km走行していま

すから１億回以上の繰返し回数は，疲労強度を超え

ていたこと。材料は，もともと疲労強度という強さ

を持っているわけです。それを超える荷重と回数が

かかったといっているわけです。その結果，過失に

よって101名の死亡者と，105名の負傷者を出したと

いうことが訴因です。

s State of the Art

1992年にゴム弾性車輪を導入するのに，「当時の技

術水準（State of the Art）」に従って十分な強度解析

を行わなかったということです。私は，20年近くも

前に，アメリカにおける鉄道車輪の事故の裁判に証

人として出廷しましたが，そのときも，「当時の技術

水準の設計」ということが問われました。「当時」と

いうのは，製造したときではないのです。事故が起

こる直前までなのです。ですから，技術者は設計・

製造してうまく走っているからと安心したらだめで，

技術が進歩したら改良をしなければならないという

ことです。

d フレッティング疲労

これもちょっと専門的になりますが，金属と金属

が接触していて繰返し荷重を受けますと，そこで摩

耗します。摩耗すると，表面に凹凸ができます。こ

れが原因となって強度がどんどん下がっていくわけ

です。これをフレッティングといいます。フレッテ

ィングには，膝をかきむしるとか，あるいは退屈す

るとかイライラするという意味もあります。フレッ

ティング疲労とは後で何回も出てまいりますが，摩

擦が疲労強度を低下させるということです。ゴムの

上にタイヤが乗っていますから，タイヤとゴムの間

は絶えず摩擦が起こっているわけで，これが強度を

低下させた。これをドイツ鉄道の技術者は考慮しな

かったということが論点の１つになりました。

フレッティング疲労は金属疲労のなかでも特殊な

金属疲労ですが，これは私が最も得意としたといい
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ますか，35年以上にわたって研究をしてきた課題が

これであります。この裁判に出て初めて検察側の訴

因の１つがフレッティング疲労であることがわかっ

たのですが，私の土俵での論争になりました。

フレッティング疲労をもう少し説明しますと，金

属の表面は，どんなにきれいに磨かれていてもこの

ように凹凸があります。金属と金属が接触して，そ

こで互いに滑り，摩擦があると摩耗粉ができて，繰

返し摩擦していると，金属の接触面には丸いくぼみ

ができます。微少な振幅の滑りですが，そういうくぼ

み，ピットといいますが，できてきます。そのピット

の影響で疲労強度が低下することが知られています。

そこで，被告らはこのフレッティングの影響を考

慮していなかった，被告らの専門知識と経験および，

知りうる情報によって，被告らの疲労試験の数や繰

返し数と試験荷重では，そのタイヤの厚さでは，疲

労に耐えうることの証明にはならない，ということ

をドイツ鉄道の技術者は知るべきであったというこ

とであります。

f 動的荷重

被告は，State of the Art による応力計算と疲労強

度の推定によって，摩耗限界が車輪直径880mmであ

ると知るべきであった。862mmで壊れたのですが，

880mmで取り換えるべきであったと，検察側の教授

陣は証言しているわけです。

もう１つは，車両は走行中の振動や，ポイントと

かカーブなどを通過することによって，車輪に加わ

る力が変動します。それを動的荷重といいますが，

それのスペクトルを求めなかったといっております。

被告は，1992年２月11日に，24万km走行ごとに超

音波試験を行う，ということを同意していたのにや

っていなかった。それから，系統的な検査システム

を構築しなかった。被告ＡとＢというのはドイツ鉄

道の技術者ですが，弾性車輪の真円度，偏心度を的

確に計測するための保守，点検基準を作っていない。

“以上は，ドイツの刑法により刑罰に値する過失を構

成する”といって訴えられたわけです。

告訴状によれば，事故原因となった車輪の走行キ

ロは188万9,000km，その間に４度削正されているの

ですが，最期の削正後の車輪径は865mmでした。

g 破壊原因

事故車輪は，Fraunhofer Institut Betriebsfestigkeit

というドイツの中立機関の研究所，LBF（実動強度
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の研究所）に持ち込まれて調査されました。

疲労き裂はタイヤ内面の最も応力が高い所から，

すなわち荷重が集中する所から発生し，そこから繰

返し荷重により疲労で進みました。これは大事な話

なのですが，走査型電子顕微鏡で調べた結果では，

き裂の発生した部分には，材料欠陥または製造欠陥

がないということを検察は報告しております。私は，

裁判に出る前は，きっと材料欠陥があったに違いな

い，あるいは，加工のミスであるとか，へこみがあ

るとか，そういうものがあるに違いないと思って出

かけたのですが，これは「ない」という主張をして

おります。私は事故原因の１つに材料欠陥があると

考えていたのです。

車輪材料はドイツの規格ですが，炭素量が0.52％の

炭素鋼です。炭素量がこのように高いということは

非常に硬い，もろい材料であって，世界中の車輪と

いうのはこのようなものでできております。引張り

強さが820～840MPaという規格です。

これは，耐摩耗性と強度を考慮して歴史的に最適

材料と考えられています。

材料の組織はフェライトパーライトで，これは普

通の世界中の車輪の金属組織でありますが，組織も

規格どおりだったということです。

h 多角形摩耗（Out of Roundness）

事故の後，日本の新聞にも出ましたけれども，ド

イツの車輪は真円でなくて楕円になって，車輪にか

かる荷重の変動が大きくなったといいます。車輪が

摩耗して楕円状になることは，日本の新幹線ではほ

とんどみられない現象ですが，ドイツでは軌道条件

が日本と違うために，しばしばみられる現象です。

この楕円になる現象のメカニズムについては私の考

えがあるのですが，ここでは説明する時間がありま

せん。この問題は，裁判ではこういうことになりま

した。“楕円に摩耗したことは，き裂の発生に関連し

ているとの専門家の見解があるけれども，ドイツ鉄

道の保守，点検部門は，乗り心地の観点から検査し

ているのみであって，き裂の発生と関係していると

の認識がなかった。だから，保守の関係者の罪を問

うことができないので，これに関する調査は中止し

た”ということで，これは論争になりませんでした。

新製時には，この振れが0.1mm以下で，0.5mmにな

ったら作成するという基準があったようです。

２.２　検察側教授陣の鑑定

ドイツの検察がLBFに送った事故車輪に関する教

授陣の鑑定書です。ドイツでも有名な教授達が（私

も知っている方でしたが），次々に陳述を行いました。

その過程で私も絶えず反論をしたわけですが，激論

になったり，あるいは私が発言すると検察は私に対

して徹底的に尋問するような質問をしたりというこ

とで，朝９時から夕方６時，７時まで25回の激論を

したわけです。

裁判長は，その激論をする前にこう申しました。
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「内容に関係のないことは述べないように，偽りの供

述は罰せられます」と。「13人の専門家が当該時の技

術水準に従って陳述しなさい。鑑定人によって理想

的な議論ができるよう期待します。フェアに議論し

てください」と。この裁判長は，金属疲労というの

は初めて聞くような話だと思いますが，あるいは検

察も弁護士もそうですが，驚くほど勉強をされてお

りまして，うちの学生みたいに日ごとに成長してい

くのです。びっくりしました。用語も難しい。先ほ

どフレッティングといいましたが，これもちゃんと

理解されていました。すごい裁判長だと思いました。

頭のいい人がドイツにはいるな，と思った裁判長で

ありましたが，ともかくいい加減な判断はしたくな

いし，裁判が長引くのは難しいのだ，国際会議のよ

うな議論はやめてくれといいました。25回にわたっ

て盛んに議論したのです。それでも専門家は細かい

議論をしてしまいます。裁判は公開で行われました

ので，BBCとかCNNの記者も傍聴にきていました。

この日のドイツの夕刊には，「裁判長，専門鑑定人を

叱りつける」との見出しの記事が出ていました。

検察側の教授陣は，フレッティングによって疲労

強度が下がっているのを，ドイツ鉄道の技術者は見

逃していたのだと主張しました。私が裁判に出るま

では，検察は壊れた車輪を見せてくれなかったので

す。裁判に出たら，裁判長の目の前に破断した車輪

が展示してありました。初めてゆっくり見たのが，

スライドにありますように壊れたタイヤの破断面と

タイヤの内面です。この横に出っ張りがありますが，

これはゴムが脱落しないようになっている突起です。

疲労き裂の起点（矢印）がここにあります。下のタ

イヤ内面を見ますと，フレッティングで摩耗した跡

がありません。タイヤ内面は旋削していますが，そ

の旋削跡がそのまま起点の所に残っているのです。

フレッティングの摩耗はないのです。

それで，「裁判長，私が見る限り，フレッティング

の影響で破壊したと，検察，あるいは検察側の教授

は主張しているけれども，フレッティングの損傷は

ここにはありません。それでもあるというのなら，

教授は裁判長の前に私と一緒に出て，これがフレッ

ティングだといって指し示してくれ」と申し上げま

した。検察側の教授は立ち上がらないで，「フレッテ

ィングはありません」と言いました。これで彼らの

告訴した原因の１つがないのです。こういうことを

平気で主張するのは許せないと思いました。

検察側の教授陣は，ベルリンからハノーバーまで

飛行機で通ってくるのですが，土日に帰って，私の

主張に反論する資料を持ってくるのです。私は日本

に帰ってくる暇がない。だから，反論する資料も新

たな計算もできないのですが，彼らは，研究所の教

授陣が背景に控えているから有利です。

a 腐食疲労

フレッティングが影響する疲労をフレッティング

疲労といいましたが，水中あるいは酸化雰囲気のな

かですと腐食の影響を受ける疲労で，腐食疲労とい

う現象があります。フレッティング疲労とか腐食疲

労というのは，金属疲労のなかのある特殊な分野で

す。腐食疲労やフレッティング疲労は，部材が個々

に持っている疲労強度よりもはるかに低い応力でき

裂が発生します。通常，鋼は繰返し数が数百万回で

それ以上強度が低下しない疲労限度がありますが，

フレッティングや腐食の作用のもとでは疲労限度が
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存在しない。1,000万回以上の応力繰返し数でも疲労

強度が低下していくことが知られています。

その次の週になって，彼らは，検察の力を使って

ドイツ鉄道から強制的に持ってこさせたかどうかは

知りませんが，長期間使用された車輪の超音波試験

データを持ってきました。このスライドは破壊した

車輪とは別の車輪ですが，５個の車輪に超音波探傷

でき裂が見つかりました。そのき裂の深さは1.4mm

でした。だから，超音波探傷で1.4mmのき裂は見つ

けることができるという証拠にもしたかったのです。

1.4mmのき裂が超音波で見つかったという電子顕

微鏡写真がこのスライドです。上半分がゴムと接触

した面，下半分が強制的に破断した面です。深さ

1.4mmという楕円状のき裂が見つかりました。ほか

にも疲労き裂があります。ピットが見られます。

検察側の教授はこのスライドを見せて，これは典

型的なフレッティング疲労の破面であると主張しま

した。フレッティング疲労というのは，フレッティ

ング摩耗のピットに応力集中が生じ，そこに疲労き

裂が発生します。これを見ると，疲労き裂の所には

ピットがないのです。ですから，フレッティング疲

労ではないのです。おそらく先ほど説明した腐食疲

労だと思います。ゴムとタイヤの間に水が入って，

そして腐食によって生じたピットの跡です。裁判長

からの書面による質問に対して私は次のように答え

ました。「これはフレッティング疲労とは異なり腐食

疲労だと考えられる。使用された何万個の車輪のな

かの５個の車輪のタイヤとゴムの間に水がたまたま

入ってこういうことが起こったのであって，しかも

事故の車輪とは全く関係がありません」。

s LBF研究所の応力解析と疲労強度評価

ドイツのLBF研究所においても応力解析が行われ

ました。そのモデルがこのスライドです。設計時の

車輪にかかる荷重，輪重8.5ｔで計算をしているので

すが，これをご覧いただきますと，フランジが付い

ていない矩形断面のタイヤです。すなわちリング状

のタイヤで，内側にゴムがあります。ゴムも各ブロ

ックではなくて，リング状です。輪心は剛体と仮定

しています。このような仮定のもとに計算をしまし

た。右側の図にありますように，車輪が一回転する

とともに，タイヤ内面には荷重点直下ではまず引張

りの応力がかかり，60度回転した場所で圧縮に，そ

して180度回転した所で引張りになるという繰返し荷

重を受けています。応力変動の傾向は大略正しいで

しょうが，単純な仮定で計算したためこの絶対値は

問題があります。

当該車輪の静的輪重は８ｔで設計しています。そ

れに対して，実際の走行時の荷重は静的輪重より大

きくなり変動します。変動が静的輪重の何倍になる

かというのを動的荷重係数といいますが，ドイツの

検察陣は，直線走行で1.8倍，ポイント通過時に２倍

になるということをいっています。

そうしますと彼らの計算では，直線路ではタイヤ

に185MPa応力が，ポイント通過時には206MPa（キ

ログラム単位では20 kg/mm2）となります。

材料はもともと耐えられる疲労の強度があります。

その疲労強度を推定して，実際の荷重から生じる応

力がその強度を超えていたかどうかが強度評価です。

それを議論するわけですが，彼らの主張をまとめた

のがこのスライドです。疲労限度は，教科書のガイ

ドラインから90MPa，ヨーロッパ規格から112MPa，
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LBFのデータから120MPaといっています。

ともかくLBFの考えは，直線路では185MPa，ポイ

ント通過時は206MPaの応力が生じており，それに対

してタイヤ材料の疲労強度は90，112，あるいは

120MPaしかない，だから破壊したという主張です。

タイヤの持っている疲労強度を超える繰返しの応力

がかかったら壊れます。これで彼らは証明したと思

ったのです。

これに対して，私は裁判所に専門鑑定人見解書を

提出しました。「何万本もの車輪が走っていて，破壊

せずにしかも寿命を全うした車輪は1,000本ある。き

裂がなくて，タイヤが薄くなって取り替えた車輪は

1,000本ある。もしLBFの見解が正しいのであれば，

1,000本の車輪は全部破壊しているはずである。破壊

する理由を説明するのは容易であるが，同様に使用

されていた1,000本の車輪が破壊しなかった理由を説

明するのは難しい」と。

d 破壊確率

金属疲労のご専門でない方に説明するために，グ

ラフをお見せします。繰返し応力振幅を縦軸にとり

まして，横軸に繰返し数をとりますと，鉄鋼材料で

すとこのような曲線が得られます。丸印はこの荷重

で試験するとこの繰返し数で破壊する所です。これ

をＳ―Ｎ曲線と呼びますが，こういう曲線以下にな

るように機械・構造物は設計する。これですと10の

７乗回，あるいは200万回超したら無限の繰返しでも

破壊しない荷重が鉄鋼材料にはあります。これを疲

労限度というのですが，これ以下になるように設計

をするべきなのです。

ところが，金属疲労というのはものすごくバラつ

くのです。ここにありますように破壊確率を１％，

あるいは10％，99％としたらこれぐらいデータがバラ

つくものなのです。したがって，疲労限度設計をして

も，そこに安全率を入れないといけないわけです。何

パーセントの破壊確率で許容するかということです。

f 疲労損傷度

もう１つの疲労設計の理論があります。先ほどの

説明のように10の７乗回で鉄鋼材料は無限に破壊し

ない荷重があります。ところが，振幅が変動する荷

重に対しては，疲労損傷度Ｄというのを計算しなさ

いという理論があります。これはマイナーの法則と

いいますが，先ほどいった疲労試験結果をずっと延

長していって，10の７乗回を超しても点線のように

強度が下がっていくという仮定です。これで設計し

ようというのが疲労損傷度設計です。例えば，図で

σｉの応力がかかりますとNi回で破壊するのですが，

この応力がni回しかかからなかったとしたら，疲労

強度は（ni/Ni）消費されたと考えて，それを変動す

る荷重振幅のすべてにわたって積算します（Σni/

Ｎ）。この積算値Ｄを疲労損傷度といって，Ｄ=100%

で破壊するという理論です。通常，Ｄを0.2あるいは

0.5以下になるように設計されています。これも議論

になりました。
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LBFの教授陣が彼らの荷重スペクトルと計算応力

から疲労損傷度を計算した結果です。疲労損傷度を

横軸にとっていますが，損傷度が１になると50％の

確率で破壊です。車輪の直径が920mmから使われて

いって踏面が摩耗しますから，１回削正，２回削正，

３回削正したデータです。今回の破壊した車輪は４

回削っています。疲労損傷度は，計算したら１をは

るかに超していた。だから，破壊したというのです。

そして，車輪の使用限界が880mmだったらＤは0.5以

下だから破壊しなかった。これが最初に申し上げた

車輪径880mm以下で使ってはならないと彼らが主張

した理由です。

私の証言では，この疲労損傷度評価を否定しまし

た。航空機のように有限寿命設計ではこの理論は適

用されているが，鉄道車両用部材は世界中で無限寿

命設計が行われており，疲労損傷度評価手法はState

of the Artではないことを陳述しました。

３．平川の証言

私の証言の番が４週間目か５週間目に回ってきま

して，陳述を始めたわけです。

私の陳述は私の知識と経験と，そして信念に基づ

いて全く客観的に，公正に行いますと，またState of

the Artに従っています，と宣誓しました。また，鑑

定の目的は，「車輪の破壊原因を明らかにするためで

あって，被告を弁護することよりも，破壊原因を明

らかにすることが重要であり，これが亡くなった人

の冥福を祈ることだ」と申し上げました。

裁判所の私に対する課題の１つ目は，このゴム弾

性車輪は，ドイツの鉄道の高速輸送に客車として使

用されるのが許されたか，という課題です。

３.１　応力解析

この課題を解決するために，応力解析と疲労試験

を行い，安全性の評価を行いました。応力解析には

ABAQUASの有限要素法による３次元弾性解析を用

いました。

これは計算の境界条件です。曲線路を曲がるとき

はこのフランジに横圧Ｐがかかります。こういう条

件で解析をいろいろやりました。

ここでご覧いただきたいのは，私の計算は，ゴム

がリング状でなくて32個のゴム・ブロックです。ド

イツの専門家のように１枚のリングの仮定ではあり

ません。それから，私の計算にはタイヤにフランジ

もちゃんと付いています。輪心はドイツの検察陣は
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剛体としましたが，私は弾性体。裁判長でもどっち

がいいかわかるではないですか。

細かい計算は省略しますが，タイヤ内面の応力分

布を示します。タイヤの内側の中央部で応力がいち

ばん高くなっています。この高い所からき裂が進ん

でいます。

タイヤの荷重点直下で最大の応力が生じます。分

布はドイツの専門家と似ております。

計算結果をまとめました。私の計算の結果，最大

応力は輪重が８ｔかかったときに122.7MPa，ドイツ

の研究者は163MPaです。全然違います。「裁判長，

こんなに違いますよ。私のようにちゃんとゴムもブ

ロックで，フランジも付けて計算したら，フランジ

だって荷重を支える力があるのだからこんなのです

よ。私の計算は，State of the Artで計算できる最新

の結果です」と申し上げました。

３.２　疲労試験

ドイツから車輪を空輸してもらって，車輪タイヤ

から試験片を取り出して疲労試験をしました。

また，実物車輪の疲労試験により，き裂の発生を

再現する試験を行いました。先ほど疲労限度は10の

７乗回の繰返しで得られるといいましたが，フレッ

ティングの影響をみるためにその倍の2,000万回まで

の繰返し，最大荷重280kNという，静的輪重の3.5倍

という信じられないような荷重で疲労試験をやりま

した。

このスライドはMTSの最大荷重2,500kNの大型疲

労試験機で，私が住友金属工業（株）にいたころに

購入した試験機です。

2,000万回の繰返し回数後の車輪タイヤ内面の写真

です。丸印が荷重点の直下ですが，ゴム・ブロック

の端部と車輪内面が摩擦した跡があります。しかし，

実際に破壊したのはこの中心ですから，ここには何

もありません。フレッティング摩耗の痕跡も認めら
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れません。

さらに最大荷重を308kNに上げて疲労試験を行い

ました。その結果156万回で破壊しました。そのとき

の疲労破面です。ここに貝殻状模様がちょっとあり

ます。実際の事故はタイヤ内面の中央からき裂が入

っていますが，これも同じように再現することがで

きました。この破面は，あるいは先ほどの車輪は，

いま九州能開大ポリテクカレッジに飾ってあります。

ポリテックビジョンという学校紹介のイベントが平成16

年２月行われましたので，そのときに展示しています。

３.３　耐久限度線図

耐久限度線図は疲労設計線図ともいいますが，横

軸に平均応力をとって，縦軸に応力振幅をとってそ

のグラフ上に耐久限度，すなわち疲労限界の線を描

いたものです。この線図以下になるように設計応力

を決定します。小さい試験片により求めた疲労限度

は，タイヤのように大きな寸法の実物疲労強度は低

下します。これは，寸法効果として知られています。

この低下割合を日本の車輪では0.7としますが，ヨー

ロッパでは1.41で割ります。両者はほとんど同じです。

これが耐久限度線図です。右下がりの実線はタイ

ヤから採取した小型試験片のデータで，それを（１

/1.41）にした線図が点線です。そこに実物の車輪で

試験をした結果をプロットしますと，黒丸が破壊せ

ず，白丸は破壊したデータです。よく一致しています。

ここの△Ｑ=1.0は静的輪重80kNのときの繰返し応

力です。Ｑ=2.0は輪重が２倍になった160kNで安全率

が2.0を示します。図に見られるように安全率が4.0に

なると破壊する。だから，静的輪重の3.5倍の動的応

力が加わらないと疲労破壊しないタイヤなのです。

それを，実物車輪で実証したわけです。

スウェーデンやスイスからも専門鑑定人が証言し

ましたが，彼らも全く独立に疲労試験を行い，その

結果もこれを支持するものでした。ですから，この

ゴム弾性車輪は，十分安全に設計されているという

ことです。

３.４　超音波探傷試験の有効性

次の課題は，超音波試験が必要であったかという

ことです。ドイツ鉄道の技術者はどの程度の検査を

したのかは私にはわかりません。したがって，State

of the Artから考察して，最新の超音波探傷がき裂の

検出にどの程度有効であったか，について実際に超

音波探傷をやってみました。
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疲労のき裂というのは貝殻模様ができるように進

んでいくわけですが，両面がぴったり合っているの

です。その面は，貝殻模様があるように凹凸があり

ます。ですから，超音波探傷で超音波を当てて返っ

てくる，機械加工したきれいな面の探傷を基準に作

られた規格とは違うのです。例えば，世界の超音波

探傷の規格では，ドリルで開けたきれいな穴に対し

て超音波を当てて，返ってくるエコーをみて感度を

決める。ところが，疲労のき裂ですと，き裂面はぴ

ったり閉じています。

車輪径620mmのタイヤの一部分を用いて，放電加

工により深さの異なる人工き裂を作り，超音波探傷

を行いました。さらに，疲労試験により深さの異な

る疲労き裂をタイヤ内面に発生させて超音波試験を

行いました。

人工き裂でも，反射エコーの強さは，き裂の深さが

１mmですと非常に小さくなって，き裂が５mmに比

べて何十分の一になります。５mmぐらいですと見つ

かりますが，１mmになると非常に難しくなります。

これは，実際に疲労き裂を入れたときの試験結果

です。疲労き裂を入れるために，き裂発生のきっか

けを作るための切欠きを機械加工してありますが，

それを削除して疲労き裂のみを探傷しました。この

スライドに見られるように，疲労き裂ですと深さ

1.5mm－2.0mmのき裂を検出するのはきわめて困難

であることが明らかになりました。

営業運転中超音波探傷検査を行っていたら，き裂

が発見され事故が防げたかもしれない。しかし，す

でに述べたように，応力解析と安全率の考察から，

タイヤ内面に疲労き裂が発生することはほとんど予

期されなかった。したがって，技術者は定期的な非

破壊検査が必要とは考えなかったでしょう，と陳述

をしました。

３.５　事故原因

私の事故原因についての陳述としては，「事故の原

因は，タイヤ内面から疲労き裂が発生して進展した

結果であることは十分認めました。しかし，きわめ

て低い確率で，何億分の一とか，そういう確率で起

こる現象がたまたま起こった，きわめてまれな不幸

な事故でした」と申し上げました。

４．判決

2003年５月に出された裁判長の声明文です。裁判

所は，３名の技術者に対する裁判を刑事訴訟法に基

づき，各人が国家に１万ユーロ，日本円で約120万円

を支払うことを条件に中止する。被告は，少なくと
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も重大な過失を犯したとは言えない。この金銭の支

払いは，過失の成立によるものではない，というこ

とです。

検察側の教授陣の主張については，彼らの評価に

用いた疲労強度，動的応力，応力計算はいずれも他

の専門鑑定人と異なっている。

検査が不十分であったというのは，タイヤを検査

する必要があって，効果的なき裂の検知が可能でな

ければならない。しかし，専門鑑定人は，完全でか

つもっともな証拠によって，超音波試験によって小

さなき裂の位置を検出するのは基本的に難しく，不

確実であると証言したと，私の陳述を認めました。

本件の複雑さ，内容の広範さを考えれば，非難す

べき事柄があったとしても，相対的に重大な過失は

なかった。したがって，本件は刑法に則り無判決の

方法により結審する，ということになりました。

５．ものつくり技術者の責任

事故原因は車輪タイヤの疲労破壊であったのです

が，タイヤが破壊した後も車両はレールの上をその

まま走っている。そして，ポイントがあったので脱

線した。たまたまそこに橋梁があったから橋脚に激

突して大事故になったのです。設計責任者がポイン

トや橋梁の存在まで責任を問われるべきなのかとい

う問題があります。不運なことが重なって生じた大

事故でした。

いずれにしても，技術者は全能の神ではありませ

ん。したがって，将来起こりうるすべての状況を予

知することはできないのです。しかし，大事故が起

こりうるとしても，技術者というのは，それでも未

来技術を革新する勇気と意思を持ち続けなければな

らないとつくづく思います。ただ，大事なのは，そ

れが何年使われてもそのときの最新の技術（State of

the Art）で安全を確保しなければなりません。もの

つくりの技術者というのは，いつも最新の技術を勉

強して，しかもそれに沿って対応していかなければ

ならないのです。生涯教育といいますか，自分を教

育しなければならないという意味では，技術者の責

任というのは非常に重いと思います。ですから，そ

ういうものつくりの技術者を育てる先生方も本当に

State of the Artの技術を知っていますか，それを教

えていますか，ということが問われると思います。

絶えず研鑽しないと技術の進歩についていけません。

これが技術者の責任だと，しかもものつくりを教育

する者の責任だと思います。
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